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「三地域間産業協力」とソ連・東欧

松井隆辛

I はじめに

ζれまでソ連・東欧諸国の開発途上諸国に対する経済・技術および産業に関

する協力は，そのほとんどが政府間による長期的双務協定に基づいて行われて

きた。現在までに約450以上の協定が， 東側諸国と開発途上諸固とのあいだで

結ばれており，その中には100以上の途上国が含まれているといわわている1l

現在も東南貿易および経済・技術協力の90%以上が，こうした二国間協定のプ

レ ムワーク内で行われているという九

さて1950年代に始まったソ連をはじめとする東側諸国のいわゆる第三世界に

対する開発戦略も， 70年代に入って新しい局面を迎えた。すなわち経済・技術

援助を通じて貿易拡大をはかり，第三世界との経済的結びつきの強化にその主

眼がおかれたことは周知のとおりであるh しかし70年代を振り返ってみるに，

対外経済戦略はソ連・東欧諸国にとって，歴史的・地理的および政治的諸条件

から，最も利害関係の深いと思われる中東・北アフリカおよび南アジアといっ

た，ごく限られた一部の地域や国に偏重しているのが実状であったり。

そこで本稿では，こうした実状を踏まえ今後の東南経済関係を展望する意味

をかねて，これまで取り扱われてきた二国間ベースから三地域間〔または多国

1)， 2) UNCTAD，“ Recent developments in East-West co-operation in third countries and 

m tripartite co-operatωn，" RepoTt by the UNCTAD secretariat. (TDjHjlUOO， 6 ]une， 
1984)， p.18 para. 60 

3) 西村文夫「発展途上国に対するソ連の新戦略」平井友義編『ソ連対外政策の諸様相~ (日本国

際問題研究所)1977:年参照。

4) 小111和男「ソ連東欧と開発途よ諸国との経済協力関部UFアジア経済:.llVol. 22， No. 6 (1981 
年6月〉書作丸
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問)ベ一月に枠組みを拡げ， 1970年代とりわけ70年代後半から急速に発展しは

じめた，いわゆる「三地域間産業協力 (Tripartite Industrial Cooperation， 

以下 TICと略す)Jの実態把握に焦点を当ててみた。

ところでこの TIC分析で知られている P ガットマンは， 世界経済におけ

る TICのインパク lに関して Iまさにその存在が構造的進展の可能性を示

すものである」ω と指摘し Iそれは束由関係、の推移とくに東西産業協力のグ

イァミック λ によっ C決定されるJ"としている。 こうしてガットマ γ は自ら

の調査結果に基ヮき，東西問相互の「補完性」に触れながら，東西問ベ 九に

よる協力形態すなわち「第三世界における東西協力 (East-West cooperation 

in the Third World) J として TICを捉えているようであるわ。

結論からいえば，ガットマ γ のいうように，途上国による現地参加の比率の

小さい点からみて，確かにニュア γλ的には「三地域間協力」というよりは

「第三世界における東西協力」といった70年代段階であったといえる。 しかし

厳密にいえば，実際のプロジェクト活動における各パートナーの分担業務をみ

ると，技術面あるいは資金面から東西両パートナ一間においても，はっきりと

した重層構造がみられるのである。ガット 7 ンは，同プロジェグトが東西間ベ

ースで遂行され， したがって両者があたかも「補完的」関係にあるかのごとく

捉えているが，実は各パートナー聞で，それぞれの力量すなわち技術水準・資

金調達能力に応じて業務は分担されており，こうして西側 東側一南側パート

ナ一間で，いわゆる「三重構造」を形成して TICプロジェグトは遂行されて

きたのである。

以下では，ガット 7 ンおよび UNCTADの見解を混えながら TICを考察し，

ソ連・東欧(正確には東欧コメコン諸国〕白対第三世界経済戦略の理解に糸口

5)， 6) Patrick Gutman，“Tripartite lndustrial Cooperation and Ea回 Europe，" in U. S.， 
Congress， Joint Economic Committee， East European Econom~'c Assessment， Part 2-Regio-
nal Assessrne叫 s，97 th Cong.， 1st sess.， Washington， D. c.， lulylO， 1981， p.824 

7) Thid.， p. fl4fiおよび P.Gutman，“Tripartiteindustrial coo]Jerati叩 andthiId countries "， 
in Christopher T. Saunclers Ced.)， East-West-South， E叩 nomicInteractions between Three 
Worlds， Thc Macmillan Press Ltd.， 1981， p.343 



「三地域間産業協力」とゾ連東欧 (273) 39 

を見出したい。

n TICの主体，形態および動機

1 主 体

197C年代に入って，三地域間ベースによる協力形態が発展してきた。こり協

力形態を「三地域間(または多国間〉産業協力」 としヴ。 UNCTAD 事務局

のレポートによれば社会主義諸国と先進市場経済諸国の企業〈もし〈は機

関〉が開発途上諸国で，多かれ少なかれ現地の企業あるいは政府との協力で，

産業プロジェグトまたはそのほかの共同活動形態を，共同で遂行する〔協力)

方式J8)(傍点は筆者〉と定義している。 TICは， 一般に工場ないしは生摩ラ

イγ の建設・インフラストラクチャーの稔備・資源開発・組み立て工事および

マーケティ γグ等の事業の遂行に当っているヘ

また TICプロジェク lの参加企業(もしくは機関〉は，東側諸国からは主

に各国の外国貿易公団 CForeignTrade Organization， FTO) が，他方西側先

進諸国からはュ γ ジユアリング企業'"が主としてプロジェクト活動に当ってい

る。 これに対して，ほとんどのフロジェ F トにおいて顧客 (client) である開

発途上諸国は，固有セクターすなわち国家の運営機関・嗣営企業および各省が

中dむとなっている叫。

般に東側および西側パートナーの業務は， i特許およびその他の工業所有

権の譲渡，特殊な機器や設備の供給，および技術援助(職員の教育およひエン

8) Report by the UNCTAD secrta円 at.(TD/B/1凹 0)，吋 cit.，p.2 para.5 
。〉 ソ連東欧貿易会「東西産業協力白最近の動向J.ソ連東欧貿易調査月報』ユ97C年9月号21ベ γM  

同月報には， ECEの調査報告“ Promotionof trade through ind凶 rial co-operation: Re-
cent trends in East-West indu即 ialco-operation "，が収録さ才してし、る。

10) TIC参加。西側企業は，次の3つのタイプに分類できる。 i)多国籍・多部門企業ー金属・機
械建築および電気技術産業部門 ii)技術的に高度に特化した機械・設備生産の大 中規模企業
ーとくに生産分野， iii)高度に特化したエンジニアリング企築工ンジニアリング産業部門，フ
ロジェクトの見積り 評価およびマネージメ γ ト専門白コンサルタント業務。遂行。 Report句
the UNr:TAD secretariat. CTD/B/IOOO)， ot. cit.， p.6 pata.18 

11) 特殊プロジェクトの遂苛に当っては， 主に民間企業である場合が多いといわれている。倍以，
p. 7 para. 6 
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ジニアリ γグに関するコンサノレタント業務を含む〕の提供J12)等で， これに対

Lて南側パートナーは，主として組み立て・土木工事およびある種のサービス

の提供に当り，場合によってはプロジェクトのマネージメントおよびエンジニ

アリング分野で業務を遂行するといわれている'"。

このように 3つのグループの協力から成る TICは，形態上従来からの東側

諸国と開発途上諸国との二国間ベースに西側企業が加わるというよりは，むし

ろこれまでの京歯産業高カムニムに第三国としての途上国の参加により，二三地

域間ベースに拡大されたものであるといった見方が一般的のようである則。し

かしいずれにせよ， 途上国のプロジェクト参加が TICの特徴であり， UN-

CTADのレポートでも現地企業の意欲的参加が強調されている則。こうして途

上国のプロジェグトへの積極的参加は，従来のような単なる財・+ーピス等の

受取りだけを意味しな〈なった。

きて第 1表は， 1965~79年におし、て実際に遂行された TIC の 40プロ ν ェグ

トを対象とした，各パートナーの分担業務の内容とその構成比を示したもので

ある。これによると，西側パートナー(ここではフラ yス)の業務の大半が，

プロジェグトの計画・設計からプラ γ ト等の建設・設置および据付といった分

野を担当している。他方東側パートナーは，生産・管理をはじめ西側パートナ

ーと同様の分野も担当しているが，その割合はわずかであり，多くが西根uパー

トナーのいわば下請の形で，組み立て・土木工事といった分野で占められてい

る。これに対し南側パートナーは，もっぱら組み立て・土木工事の分野に当っ

ている。 F ガットマンは自己の調査結果から， 東側 西側聞で「補完」関係，

12) ソ連東欧貿易会，前掲『ソ連束欧貿易調査月報~ 21ベ ジ。
13) Report by the UNCTAD secretariat. (TDjB/lOOO)， op.cit.， p. 7 para. 23 
14) UNCTAD，“Trade-creating industrial co-operatjon among countries having different 

economic and social systems "， Study by the UNCTAD secretariat. (TDjIヨ/剖6.14 August， 
1980)， p. 25 para.B9および ibid.，p. 3 para. 9参照。

15) R噌ortby the UNCTAD secreta円at.(TDf日/1000)，op. cit.， p. 7 para. 23， p. 25 pa日.81 
および p.30 para. 99. ここでむしろ問題なのは，プロジェクトヘ白現地参加の度合であり，こ
三に一つ向指標をおきたい〈第1表参照〉。
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第 1蜜 40TIC プロジ=クト (1965~75年〉における各パートナ の

分担業務と構成比E怜

フランス企業 東側 FTOs

プラニングおよびコン

ストラクション・エン

ジニアリング

82.5% 

下請士事

17.5% 

組み立て，土木工事

3096 

下請工事，組み立て，

土木工事

35% 

インダストリアル・エ
ンジニアリング，下請
工事

17.5% 
プ7 ーングおよびコン
ストラ夕、ンタョ柄ンーェー/
ジニアリン

17.5% 

南側企業

割り当て業務な L

65% 

ド荷士事，組み立て 5%

組み立て，土木工事

30% 

注) 1) 40プF ジェクトを対象に，各パートナーの分担業務の平均をとって得られたバーセン
テージ。

出所) Patrick Gutman，“ Tripartite industrial cooperation and third countriesヘioChristo-

pher T.Saunders (ed.)，EasトWest-SoutιEconomiclnteractions between Three Worlds， 
The MacmiIlan Press Ltd.， 1981， p. 343. 

他方東側ー南側間で「競合」関係にあると捉えている山が，しかし第 1表をみ

る限り，明らかにパートナー闘でそれぞれの技術水準に応じた重層構造をなし

Cいることがわかる。同時に東側パートナーは，西側パートナーの下請的存在

にあるため，ガットマン0 いうように，ぅ占なくとも東西闘で「補完的」な関係

にあるとは言い難い。

また第2表は，同期間における34TICプロジェクトを対象とした，各パー}

ナーの寄与額とその比率を示したものである。各パートナーのプロシ R クトへ

の集中傾向をみると，各プロジヱクトのコスト比率によって階層をなしている

ことがわかる。また寄与総額およびその構成比をみる限り，東側パートナーが

16) P. Gutman，“ Tripa.rtite ind凹 tria1cnoperation"and third countries ". np. ciι， p. :=143. 
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第 z表 34TIC プロジ z ク卜 (1965~75年〉における各パートナーの

寄与額と和苅比率

フラ γ ス 東側諸国 南側諸国

額
各プロジェ
クトのヨス
ト比率(%)

プロジ数ェ金 額プロジェ金 額プロジェ金
クト 〔百万フヲン〕 ク ト数 f百万?ヲ Y) グ ト 数 〈百万アヲ Y)

O~ 1 

1"，  20 

21~ 50 

51，.....， 75 

76~100 

合 計

34プロジェク
トの総コユト
比率 (%)1)

10 438 

6 257 

7 616 

11 1，431 

34、ー一一一、 2，7ー42

25，7 

22 

6 

2 

4 

34 

21 

491 8 90，3 

270 4 234，7 

254 1 700 

4，605 

5，620 34 1，025 

52.72) 9，6 

住) 1) 合計が 100%に満たない (88見〉のは，い〈つかの西側諸国(フランス以クりの
従契約者日含まれていないため 残蓋 (12%)はフランスの主契約者による外国
技術プロセス白購入掴にほぼ相当している。

め この高いパーセンテージは，ソ連が異常にフCきな3つの契約を獲得した事実によ
るもので，プnジーグト数と企額四あいだにかなりり食い違いがみられるのはその

ためである(市-100% プロジ z クト数4件，金額4，605百万フラン〕。
出所 PatrickGutman，“ Tripartite indus沈rialcouperation aIlu Lhird COUnlr1eS"， op 

cit.， p. 344 

大きな害恰を占めているが，これはソ連による異常に大きなプロジェクト契約

の獲得が含まれているため〔第2表注2)参照〕であり，さらにフランスの技術購

入(同表注1)参照〕を考慮に入れるならば，個々の東側パートナーの寄与額は決

して大きいとはいえず，逆に各パートナーのそれぞれの資金調達能力に応じた

童虐〉借金をここでも指摘することができるmo

こうして TICプロジェクトは，西側・東側および南側パートナーのそれぞ

れ U技術水準および資金調達能力に応じて，いわゆる「三重構造」を形成して

遂行されてきたζ とがわかる。だが同時に南側パートナ に Lてみれば，実例

をみる限り，実際のプロジェク t活動における分担業務の比率は小さし 65%

が業務の割り当てがない状況にあるとと，さらに寄与額が全体の10%に満たな

いことなどを考慮に入れると， UNCTADが謡っているような現地による積極

17) ここでもガットマンは，東一酉聞の『補完的」関係を指摘している。出id.，p. 343 
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的参加は， これまでのところまだ遠いといわざるを得ない加。

2 形態

(1) 株式所有によらない型

TICプロジェグトの受注形態は，東西産業協力のー形態である共同入札

(277) 43 

(joint bidding) による方式をとっている。共同入札の諸形態は，次に示すと

おりである。 ECE(国連欧州経済委員会〕事務局の調査レポートによれば，

「三地域の当事者の責任を個々に定めるゆるやかな調整方式によるか，あるい

はヨ Y ツ シャム型の厳密な法的取決めによるかのいずれかであり，調査の対

象となったプロジ ι グトの大平は，パートナ一間のゆるやかな調整方式に基づ

いているJ}g) (傍点は筆者〕という調査結果が出ている。

係関
の

約
も

一
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〉

7
契
く

刈
J

一
の
づ

一
一
一
一
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基
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〈
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約
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関

主
の

竺ど!
コンソーシャム型取
決めに某づ〈もの

単純なコLソーシャ闘 な コ ンiソーシャム
ム関係に基づくもの 取決めに基づくもの

出所〉 ソ連東欧貿易会. r ソ連東欧貿易調査月報~ 1979年9月号19ペ ジ。

プロジェクトに関する契約上の取決めには，さまざまなタイプがみられるが，

それらに共通していえることは，そのほとんどが当事者聞の契約によっている

ことである"弘そして各パートナー聞の契約に基つF き，業務の分担・責任およ

18) 80年代に入っ ζから，多くの途上国の現地企業は大規模投資プロジェクトへの参加に意欲的で
あり，タ ンキー ベースで遂行された当該プロジェクトでさえ，自国のシェアは総額のほぼ15

-20%に相当するといわれている。 Report勾 theUNCT AD secretariat. (TDjBjlOOO)， nt 
cit.， p. 7 para. 23 

19) ソ連束欧貿易会，前掲「ソ連東欧貿易調査月報J21~22へ ジ。また「コシソ ジャム (con
sOTtium)J と後述する「ジ昌イント田ベンチャー」とDあいだには，画然たる区別があるわけで. . . . 
F宇1...';9}，.て苧に発注者〈顧客)に3すと主宰苧京ff古宇?宇-ef1芋?守\'~>，苧宇す布子~ ~ヲ
クの分担を伴うのに対してl 前者は各々が自己申費用と責任で業務を遂行L.損益の分配を伴わ
ないものと Lて区別されているようである。津田書夫編『国際取引ハンドブックj(有斐閣)1984 

今c.366ペシ参照。

20) UNCTAD事務局の調査によると，大体次町4つ白タイプが確認されている。すなわち南側パ
ートナーと，i)他のパートナーの参加に対して責任を負うコンソ}シャム目リ戸ダーとの単一ノ
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(コマ ン守ル契約)

、、

びリスグの分担が入札段階で決まり，当該プロジェクトの基本大綱が策定され

る。一般に建設プロク z グトにおいて，融資額(引渡し額〕の最も大きいパー

トナーが主契約者 (maincontractor) e Lて当該プロジ 1 クトのリーダーシッ

プをとり，この主契約者ベースで遂行される。主契約者は途上国の顧客とコマ

ーシャノレ契約を結び，他のハートナーは従契約者 (sub-contractor) として，主

契約者といわゆる下請負契約を結ぶ印。この場合ほとんどが自らの費用とリス

クで，設備・サーピ旦等を提供する。 UNCTADのレポ トによると， TIC 

プロ二ノェグトのほとんどのケースが，この「主契約者=従契約者型」の取決め

によるといわれている問、

他方コンソ シャム型の取決めに基づくものがあるが，これはさきの ECE

の調査結果が示すように，その数もあまり多くない則。したがって現存する

TICプロジェクトは，主に「主契約者ベースによる当事者間のゆるやかな調

、契約， ii)共同で活動する各々 の外国バ トナーとの同}契約， iii) 2つの外国パ トナ〔共同
署名者〉之の単一契約，および iv)各外国パートナーと白個別契約。 M.Davydov，“ UNCTAD 

and Tripartite Inrll1財rialCooperation "， in Nita G. Watts (ed).， Economic Relatiolls betwe 

開 Eastand同est，The Macmillan Press Ltd.. 1978， p. 233 
21) 従契約者は，しばしば顧客のロシサルタントと契約する場合があるが，顧客白身とは契約しな

い。 Reportby the UNCTAD secretariat. (TD/B/IOOO)， op. cit.. p. 25 para. 81 
22) lbid.， p. 25 para. 81. いま一つに，封毎回契約関慌に基づぐものがあるが， これは各々 の提

供者が個別の信用供与を求hりられるような場告に適用される。例と Lては，イタリアr;:;GieGi， 
S出S とソ連の外国貿易公団との協力協定がある(第8表審照〉。 ソ連東欧貿易会，前掲『ソ連
東欧貿易調査月報~ 20へージ。

23) ただし，チェコスロパキアはコンソ J ャムの形を左る場合が多い.， Report by the UNCT AD 
secretαriat. (TDJS/lOOO)， op. cit.， p. 13 para. 47 
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整方式に基っくもの」として捉え

ることができる。

次にファイナンスおよび支払い

形態について若干触れておきた

い。ファイナ Yスおよび支払いに

関する取決めは，途上国(顧客〉

との支払い協定。タイプによって

さまざまである。たとえば自由通

貨 (freecurrency)が用いられる

場合，東西両側パートナーは通常

個々に(あるいは相互の協定によ

って)自分の割当額を融資し，顧

客国によって交換可能通貨で支払

われる。場合によっては，買い戻

し契約 (buy-backarrangement) 

が指定されることがある。さらに

東側パートナーと途土国とのあい

だで清算協定(clearing agreeme-

nt)が結ぼれている場合，たとえ

(i)のケース

( iilのケース

自由通貨

(279) 45 

清算協定

ばソ連は全プロジェクトに対し亡清算協定を通じてファイフン夕、を行っている

が， ζ の場合次の 2つの方式が 般的のようである2的。すなわちlil西iJ¥トミート

ナーは自分の割当額に対して資金を調達し，直接顧客国によって自由連貨で支

払われる。 (ii)ソ連は清算協定に基づいて融資するが，西自パートナーはソ連に

よって自由通貨で支払われる。なお東側パートナーは途上国に対して信用を供

与することができるが，途上固とは総じて従来からの清算協定に基づかれてい

るようである。

24) Report by the UNCTAD secretariat. (TD/B/IOOO)， ot. cit.， p. 17 para. 56 
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こうして TIC は，一般に従来からの東西産業協力のー形態である「株式所

有によらない型 (non-equitytype)J の協力形態として分類できょう。

(2) ジ z イント・ベ γチャー

東西共同入札に加えて， TIC活動が急速に発展 Lだした70年代半ばから，

ちょうど時をーにして，いわゆるジョイント・ベンチャー (jointventure)を

形成してプロジェクトを遂行する例が年々増えてきている。しかしこれまでの

とζろ，産業也元ゐ二彩愈としてのジョイ γ ト・ベンチャー'"は， もっぱら東

商問によるものがほとんどであり，途上国の現地参加から成るものはあまりみ

られない。 なお合弁形態には，いわゆる「法人を設立する形態 (incorporated

joint venture) Jの狭義のものから i法人を設立しない形態(unincorporated 

joint venture) Jまであるが， 以下ζ こでは前者にみるいくつかの例をあげて

オヨきfこい20'。

1973年ンガリ と西ドイツのあいだで，合弁会社 Prυlrn出 (出資比

率.ハ γガロー50%，西ドイツ50%)設立。と〈に中東アラブ諸国へタ-

Y キー・ファームお上び農業設備の引渡し。

一一一1975年，ポーランドの Polimex-Cel四 p とイギリ λ の BurmahOi1 Co 

l"d とのあいだで，合弁会社 PoliburEngineering Ltd. (本社マンチ E

1 ター〕設立。化学製品，建設資材，紙・セノレロース，冷凍・農業製品お

よび食品等の生産のタ ンキー・工業用プラントの輸出。

一一1976年，ポーランドとフラ γスのあいだで， 合弁会社 Technip四〈本社

パリ.フランス曲11-Technip 40%， Banque Nationale de Paris 10%. 

25) ECEおよび UNCTAD事務局白調査レポート C十九 「シ R イント・へンチャー」を「虚業協
力のー形態」として取り扱っているりも本稿もそれに従っている。ソ連東欧貿易会，前掲「ソ
連東欧貿易調査月報Jl22~23ベージおよび Study by the UNCTAD secretariat. (TD/B/806)， 
op. cit'J pp. 11-12参照」 なお「ジョイント ベンチャー」と「産業協力」の両者の詳細企比較
検討については， Stanley 1.Paliwoda. Joint East-West Marketing， and Productio71 Venture. 
Gower Publishing Company Ltd.. 1981. pp. 11干126.(去〈に Table5りを参照されたい。

26) 以下町実例は P.Gutrnan，“ Tripartite industrial cooperation and third countries"皐 op.
cit.， p. 339， p. 341および p.345による。
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ポーランド側 Po1imex-Cekop 45%. Polska Kassa Opiecki 5 %)設立。

中東・アフリカおよびアジア諸国へターンキー・プラントの引渡し。

一一1977年， ソ連の Licensintorg (1工業所有権輸出入公団J) とイタリ 7の

IRIの子会社 Italpiamti とのあいだで，合弁会社 TecniconSPA (本社

ジェノ 7: イタリア邑0%. ソ連50%)設立。第三世界諸国のアリキ工場お

よび製鋼所の設計・建設(第8表参照〕。

以上の実例が不すように，当初より束西問ジョイ γ ト・ベ Yチャーがほとん

どであり， しかも共同所有 (co-owned) の形態をとっている。他方現地企業

もしくは政府の参加によって，生産およびマーケテ fγ グ分野で共同活動する，

いわゆる「三地域問ジョイ γ ト・ベンチャー(tripartitejoint venture) Jがある。

すでに現存するもので，三カ国の共同出資による混合会社 (mixedcompany) 

の例として，ハンガりーとスイスの共同でナイジエリアに設立された Imarsel

Chemical Ltd.Z7)がある。設立当初は，ノ、 γガリーの調合薬のマーケティ γグ

活動だけであったが，その活動範囲も現地製造に拡大してきている。さらに三

カ国以上にまたがる多国間の出資からなる例として，ギニアに設立された合弁

会社 MiferguiNimba酌がある。これはギニアの鉄鉱石開発のために設立され

たもので，各パートナーはそれぞれの出資比率に応じて鉄鉱右を受取るか，あ

るいは安価に購入できる特典をもっ。参加パートナーによって購入きれなかっ

た鉄鉱石は，海外市場向けに共同販売される。

このように産業協力のー形態としてのジョイント・ベンチャーは，設立件数

2η 出資比率は止のとおりーナイジエリア政府40克，ハンガロー Mp.dimpex40克，スイス Pharma
Labatec S.A. 20克。 なおナイジエリアは地場産業保護のため，外資白書加比率を産業別に制限
している。ちなみに40%以上のナイジエリア賀本の参加が要求されるものとして，畏例の薬品製
造のほかに，アルコール飲料，肥料，基礎化学品，セメンド・レンガ，航空機p 電気製品，エン
ジン・タ ヒ参入ガラス，自動車，計算機，ラジオ・テレ己普通信機，蹴維製品医療撹器等り
各種製造がある。津白書夫編，前掲『国際取引ハンドブックl21-22ページ参照。

28) 株式所有比率は次白とおりーーギニア政府 (50%)，ナイジエリア政府 (13.5%)， リピア政府
(10%)，アルジz リア政府 (7%)，日本の Nichimen(7%)，スベインの IN1-Sierra-Mineral 
Cofei (5.75%)，ルーマzア(/)Mineral Import-export (2.5%)， フランス(JJUsinor (2見〉お
よびリペリア政府 (0.25;'-6")，以上。



48 (282) 第 136巻第3号

もそれほど多くなく，またその大部分が現地参加というよりは東西聞によるも

ので， しかも西側諸国に設立し即，そこから設備・プラ y ト等を途上国へ引渡

すというパターンが一般的のようである。こうした状況の背景には，東西聞に

おけるジョイ Y ト・ベ γチャーに対する姿勢の相違もさることながら，資金調

達の問題も絡んでおり，さらに受入国側における各種法制の未整備な点をはじ

め，さまざまな法的規制等白諸要因が働い ζいるため，現地参加による「三地

域間ジョイント・ベンナャー」り進展も容易ならぬ問題をかかえているのが実

状のようである。しかし大規模プロジェク lに伴う大きなリ只グの分担，ある

いは現地パートナーの参加による民族資本育成への協力，したがってそれに伴

う現地政府からの各種恩典の亨受 たとえば参加パ トナーによる生産物の

原価購入など一一云l<i:いった点からみても， iコ地域間ジ g イント・ベンチ

ャー」は産業協力の新しい形熊として，今後の成り行きが注目されるの

3 動機

TICは新しい協力形態として最近注同を浴びてきてレるが，遡ることほぼ

20年前の1960年代中頃からすでにその活動が始まっているω〉。しかし ζれまで

のところ，少なくとも 70年代においては次節でみるように，活動規模はさほど

大き〈ないのが実状である。そこで TIC の発展およびその可能性は，それぞ

れの立場からの動機づけに起因するものと思われる Q ガットマ γは各パートナ

ーの動機を，次の土うにまとめている叫。

回世uパートナー

" 国際入札契約の獲得機会の活用。

29) 1981年現在，東欧コメコン諸国で外資導入が認められている固は，フルガりア，ハンガリ「
ポーランドおよびルーマニア。現在でもこの4カ国だけである。詳細は StanleyJ. Paliwoda， 
ot. cit.， pp. 12.7-152 (とくに Table6.1)を参照されたい。

30) 1962-64年，インドにおいてハンガリーとオーストリア由コンソージャムOあいだで遂行され
たものが， TICプロジz グトの最初といわれている。 Reportby the UNCTAD secretariat 
(TD/B/IOOQ)， op. cit.， p. 9 para. 29 

31) P. Gutman.“Tripartite inrlll!ltrial coop目 ationand third coun廿ies~. ot. cit.， p. 342 
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ii.東側諸国の外国貿易公団t共同で，第三世界における事業の政治的優位

を獲得。

iii.東側諸国との過当競争の回避。

一一ー東側パートナー

z 西側技術の包摂を伴う主契約者としての競争の激しい入札契約の獲得，

あるいは

ii. 従契約者としての西側プロジェクトへの参加，による設備・プラント等

の輸出の拡大。

一一ー南側パートナー

i 建設プラントのファイナ'./7.の負担軽減。

江 東南聞における清算シλ テムにより，クレジットの立払いに必要な外貨

の節約。

iii.買い戻し契約32lあるいは逆取引契約 (counter-trade arrangement) を

通じた決済により，国際収支の改善および海外市場へり販路の拡大。

とのようにそれぞれの立場から TTCに対する利点を見出しており，期待の

大きさがうかがえる。ここで若干補足すると，まず東側パートナーに闘しては，

上記のほかに第一に，安定した原燃料供給源の確保があげられるロこれは説明

するまでもないが，とりわけ原材料の乏しい東欧諸国にとってはいわば当然の

ことといえる。このことはなにもT1C に限ったことではないが，次節でみる

ように，プロジェクトへの参加がエネルギー部門(なかでも石油抽出・精製)

に集中していることが，この東欧諸国の状況を反映している。第二に，ファイ

ナンスおよび支払いに関する点である。東側パートナーはもっぱら途上国との

清算協定に基づいているが，他方西側パートナーのファイナンス形態一一たと

えば政府間信用・輸出信用・民間および銀行信用等ーーへの参加に関心のある

3:め たとえばソ連・東欧による中東諸国からり原油およひ燐鉱石やインド，ェνプトあるいはラテ

ンアメリカ諸国からの鉄鋼製品，化学製品および医薬品などがその例。 M.Davydov，噌ー cit.，
p.236 
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ところかも知れない師、も 2とも東側パートナーは南側Jミートナーに対L，清

算システムに基づき信用を供与することができるが，東側パートナーにしてみ

れば，設備・サーピス等の提供に対して，さきの理由から，しばしばi腕支払

いを喜んで受け入れるようである8幻。第三に，西側技術の利用可能性ーーとく

に主契約者としてーーがあげられる。しかし主契約者たりうる背後には，次節

でもみるように，各国とも資金調達面での制約がつきまとっている。

また南側パートナ にとっては，①経済的自立化ョ②産業設備能力の強化，

@輸出品の多様化と輸出拡大 とくに製品および半製品，および④先進技

術・管理技術の流入3 といった諸点がT1Cに期待されると ζ ろであろう加。

なかでも「技術移転 (transferof technology) Jに関しては， UNCTAD の

レポートでもT1C参加の主要な動機の っとしてあげている叩。もっとも同

レポートによれば， T1C を通じての技術移転の大部分は I純粋な意味での

技術というよりは， むしろノウハウ (know-hoめから成っているJ37>tいわ

れているυ

最後に西側企業にと勺ては，第三世界市場向け販売の製品コストの軽減，あ

るいは TICを通して東側への輸出市場の拡大があげられよう。

以上各々の立場から， T1C 参加の動機づけを行ってきたが，他方これと並

行して新たな問題にぶつかる。確かにそれぞれ異なるパートナーの資金調達能

力が一つに結集され，同一プロジェクトの実施を可能にする妙技は，二国間ベ

ースではみることのできないT1C 最大の利点であろう。しかし逆にいえば，

資金調達の問題こそが一一そして少なくとも東欧諸国と第三世界諸国にとって，

TICプロジェグトへの参加ひいては「三地域間ジョイント・ベンチャー」の進

33)， 34) M. Davydov.叩'.cit.， p. 236. 

35) M. Davydov.ゅ cit..p. 233 

出) UNCTAD事務局のレポートによると， TIC参加の動機として次申4つをあげている。 白マ

ケティ γ〆戦略. ii)相互補完性， iii)技術事転および jv)現存するフレームワ ク協定〈清

算システム，長期 低利子信用，買い戻し契約など〉の履行，前者の2つは東ー西間，後者の2つ
は南慣にそれぞれ関連するものとし C取り扱っているo Re.少ortby the UNCT AD secretariat. 

(TD/Iν1000)， op. cit.， pp. 20剖

37) Ibid.. p. 22 para. 74. 
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展の困難きを伴っているのであ.0，TICの発展のカギを握る主要な要因の一

つでもあるのである。そのほか支払い全般に関する問題およびそれに伴う通

貨・金融の問題，さらに第三世界各国における TICの一環としてのジョイ y

卜・ベンチャーの取り扱いないしは評価，およびそれらに関連する法的規制の

問題等があり， TICにまつわるさまざまな困難性に直面している70年代段階

であったともいえよう。

III TIC プロジェケト活動の実態

1965~79年一一

ここでは1965~79年における過去15年間の TIC プロジェクト活動の実態を

み与ことにしよう。なお資1"1については，ガッ lマンによる詳細な TIC分析

データがあるので，木稿でもそれを利用することにした。まずは概観からみて

み上う。

l 概 観

(1) 地域・国別分布

さて1960年代半ばから開始した TICプロジェクトの活動状況は，第3表に

示すとおりである 38)0 1979年現在，プロジェグト件数226件(l965~75年 138

件， 1976~79年; 88件)， 56カ国(ただし共産圏途上国を含む〕に及んでいる。

しかし第3表から明らかなように，活動範囲の地域的拡がりと件数の増加にも

かかわらず，一部の特定地域ないしは国に集中していることがわかる。とりわ

け北アフリカ(マグレブ地方〕および中東はその庄倒的なシェアを占めている。

総件数226件のうち120件が両地域で占められており，シェアにして 53.1%とい

う非常に高い割合を示している。なかでもイラクへの集中はめざましし 70年

代後半では全体の2日%近くを占めている。次いでイラ Y，7ノレジエリアおよび

リピ7といった具合に， OPEC諸国への集中が特徴的である。そのほかの地域

38) 鮪 3査で示されているように，各プいジェクトにおける金額規模が閤らかにされていないため，
以下の検討も件数の比較によっていることをあらかじめ断ヮておきたい。なお具体的なプロジz

クト内容についてはI 111. 2てt車時列挙してある。
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TIC プy ジェクトの地域・国別分布 C1965~79年〕第s表
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地中海 11 8.0 12 13.6 

キプロス 。 1 1.1 

ギリシア 3 22 3 3.4 

ト ルコ B 5.8 8 9.1 

合 計 138 100 88 100 

出所) Patrick Gutm阻 J‘Tripartiteindustrial cooperation and third countries 九

op. cit.， pp. 340-341. 

では，インドが自につく。インドは1965~75年において，アジアの全プロジ 1

グト件数20件のうも12伴 (60%) を占めており，アジアにおけるいわば草分け

的存在Eいえる。またサハラ以南アフリカでは，ナイジエリアが目につくくら

いである。 ラテンアメリカに至っては， とくに 70年代後半のプロジェクト件

数・比率ともにぐっと低くなっており，全体のわずか 6%弱を占めるにすぎな

い。全体的にみて， OPEC諸国への集中を例外として， 各国へのパラツキが

みられ， どちらかといえば，より発展した国に多〈分布しているといえよう o

(2) 産業別構成叫

一部の地域・国へのすさまじい集中傾向は，産業部門内でもみられる〈第 1

図参!照)。すなわち石油・天然ガスをはじめとするエネルギー部門〈電力を含

む〕への集中である。 1965~79年において， 91件で全部門の40%以上を占めて

いる O このことは，さきにみた OPEC諸国への集中と決して無関係でないこ

とを示している。次に大きな割合を占めているのが，全部門の30%弱に当る中

間財部門 (67件〉で，さらに15%弱を占める消費財部門 (33件〕がこれに続いて

39) TICプロジェクト活動白産業部門日IJ分類は次Dとおの。
1農業， 2.エネルギー 1)石炭 2)電力，生産(火力，水力発電〕回流通 3)天然ガス 4)石油，
抽出精製・流通 5)ホ， 3鉱業一1)非鉄金属 2)鉄鉱石 3)非金属鉱石， 4中間財産業 1)製
鉄およz粗鋼の変形 2)非鉄金属の冶金の建設資材およびガラス 4)基睡化学製品 5)紙およ
びポ ル紙(厚紙，) 6)生コムおよび合成樹脂の置換 7)鋳造および金属加工， 5設備財産業
1)機械装置の電気および電T装置の陸上運搬装置 4)造船，航空およぴJi;器等， 6.消費財産
業 1)農業製品および食品 2)準化学薬品または薬物類 3)繊維，衣類のその他〔皮製品履
物，家具等)， 7建設および公共事業， 8同業サービスおよび通信一1)ホプル 2)遠距離通信
(テレピ，ラジオ，電話) 3)その他(銀行，エンジニアりング等J，9遇帆交通機関一1)陸上交
通〈道路，鉄i芭) 2)嘩上交通の空輸，以上。 P.Gutman，刷 Tripartiteindustrial co叩 eration
and third countries "， 0.少 cit.，P'P. 358-359 



54 (288) 第四6巻第3号

第 1図 TIC フロジェグトの部門別構成(l965~79年〉

建，̂

日立附酎 5.3%

29，6% 

出所) Patrick Gutman，“Tripartite industrial co-operation and third 

countries ~.ゆ C仏. p，347 Tab!e 17.4より作成。

いる。これら 3部門で全体の80%以上を占める。またιれら 3部門は，いずれ

も協定ベース(エネルギ一部門:12件，中間財部門 24件，消費財部門 16件〉仰

をかなり上回っており， とくにーで二ネルギ一部門の高い実行率は，プロジェク l

件数の集中をあま bみない他部門〔たとえば設備財部門:実行ベース12件，協

定ベ ス1別牛〉仙との比較において興味深い。そのほかの部門たとえば鉱業

(3.5%)，以下農業 (0，9%)，商業・+ーピス業 (0，9%) といった部門へのプロ

ジェグトが伸び悩んでいる。

また部門別構成を地域別にみたものが第 2図である。この図から各地域とも

エ不ノレギーおよび中間財の両部門の比重が大きいことは 目瞭然であるが，こ

こで気っくことは，プロジェグトが集中している OPEC諸国あるいはそのほ

とんどが属する北アフリカ・中東において，他地域に比べて決してエネノレギ一

部門が大きなシェアを占めているとは限らない点である。むしろ中間財および

消費財部門とシェアを分け合っている山。同様の構成を示しているのが，北7

40)， 41) Ibid.. p. 847 Table 17. 4 

42) 1965-79年において，全プロジェクト桝数120件のうち， エネルギ一部門 43件，中間財部ノ
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第 z 園地域別にみた TIC プロジェクト心部門別構成 (1965~75年， 1976.......，79年〕

010“山 30 40 日印刊別別 1叩(%)

エ点ルギ 中間財 i自型財設備財「←→その他

北アフリカ (19日 -7咋)凶邸幽凶凶?三三÷三号戸~号ず';:1 1 
トl 東 ! i¥〆ノ

(1976~7同)協同竹治氾主五同主民征士一'C-=-:::-=-=-:-:f'災%:/.-a':.:;1

附

同
市
カ

ι開 5-7時 )1"品門抑制M部J!
アジア i ---

凶 6-問)位訟盗品工一

己竺主宰Z寸
三:--~'

(1町ト百年)医事古河~芯 帯FE]::::=~士七一三ミミ三二:日弓τヲ[
ラテンアメリカ | ~、、、 / 

は976-円年)日「古川批判出ポ桃川::::::::::::..忠弘叫 l 

地中

ι開5~75年 )15引民向:::::.::::::お可能お配百点前以恕以司三三三正三段忽;;j

海|/

白97ト円相肝抗品目日目引M♂市川忠司相I辺部九溶l三三三士三::C~主ζj

(1965~75制限京志豆腐認可

全地域 凶函盟霊訪
三手Z努

ミ主~~J'

(1田5-7同)位以主盤逗i盤盛云二三毛主主語努努諺努諺努'01，'.:::1
OPEC諸国 l 、、、 ~ーー一

仕引ト79~:) 応白断 司二三7二三七二一三二三.re3生当

出所) Patrick Gutman，“ Tripartite industrial cooperation and third countries "，噌

cit.， pp.350-3b1 Table 17.5より fF成。

フリカ・中東に次いでプロジェクト件数の多い叶ノ、ラ以南アフリカである。こ

れに対してプロジェクト件数の少ないアジア・ラテンアメリカおよひ地中海は，

いずれもエネノレギー・中間財の両部門で8か~90%を占めており，数少ないプロ

¥、門 34イ牛，消費財部Fl'25件となっているo ibid.， pp. 350-351， Table 17.ι 
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ジェクトのほとんどが両部門のいずれかに属していることになる山。

こうして第 1図・ 第 2図うトら，北アフリカ・中東における部門別構成を典型

とする，ゴネノレギ一部門を巾心に中間財および消費財部門の 3部門に集中的に

プロジェクトが遂行されてきたことがわかる。

(3) 東側・西側参加国

第 4表 および第5表は，東西両側諸国による TICプロジヱグトの参加状況を

第 4表西側諸国の TIC プロジェグト参加件数(l965~，79年〕

参加国
19吊，-....，.75~ ， 38 1976，-...，79: 88 

件数" F百 件数1】 % 

オーストリア 19 11. 0 13 13.1 

ベルギー 9 5.2 3 3.0 

カナダ 0.6 。
デ ン マ ー ク 0.6 。
ブィンヲ γ ド 1 0.6 4 4.0 

7ランス 46 26.7 15 15.2 

酉ドイツ 36 20.9 24 24.2 

アイルランド 0.6 O 

イタりア 22 12.8 8 8.1 

日 本 4 2.3 6 6.1 

コトラソダ 1 0.6 2 2.0 

スベイン 5 2.9 。
スウェーデン 4 2.3 1 1.0 

スイ ス 8 4. 7 8 8. 1 

イギリス 10 5.8 10 10.1 

アメリカ 4 2.3 5 5. 1 

E E C 126 73.7 62 62.6 

合 言十 1722) 100 992) 100 

注) 1) 建設されたまたは建設中のプロジェクト〔計画されたまたは交捗中のプ
戸ジェクトを除<)。

2) 総告加件数(138および同〉之西側全体の参m件数 (172お上 r.t99)が異

なるのは. 1つのプロジェグトに iカ国以上参加しているため。
出所 PatrickGutman， "Tripartitc indu3ttial cooperation and third countrIes':. 

噌 "ι，p. 360 

43) 1965~79年において，アジア 全フロジェクト件数28件のうち，中間財部門 13件3 エネルノ



(291) 57 「三地捗問産業協力」とソ連東欧

第 5 衰東側諸国の TIC プロジェクト参加件数(l965~79年〕

1"65~ 75， 138 
件数υ % 

1976，.. .... 79: 88 

件数υ % 

0 

6 6.7 

10 l1.1 

18 20.0 

25 27.8 

5 5.6 

10 11. 1 

16 17.8 

参加国

4.8 ブルガリア 7 

0

4

4

5

0

6

3

 

3

3

7

8

1

1

0

 

1

2

1

1

1

1

 

qu
同

b

A

V

庁
6

P

U

げ

d

F

D

1

4

2

1

1

1

 

チェコスロパキア

東ドイヅ

ハンガリー

ポーランド

ノレーマよニア

ソ連

ユーゴスラピア

74 82.2 

902) 100 

131 89.7 

1462) 100 

CMEA  

合計

注) 1) 建設されたまたは建設中のプロジェクト(計画されたまたは交渉中のプ

ロジェクトを除<)。

2) 総参力附二数 (138および88)と東側全体の参加牛数 (146およじ 90)が異
なるりは， 1つのプロジェクトに 1カ国以上参加しているため。

出所) Pa枕EロrickGl此【は山t口mτn田>an九"“T，口1叩partltel!且ldus叫ψ住出E巴，.叫1，凹o。叩pe町r阻a剖"悶C叩nand t出hir吋d，叩D叩u叩1口mtne田，"

噌 cit..p.361. 

示したものである。まず西側参加国としては，フランスおよび西ドイツが大き

な地位を占めており，両国で西側全体の40%前後を占める。とくに70年代後半

における西ドイツの積極的参加がめだっ。以下オー λ トリア，イギリスおよび

イタリアといった西ヨーロッバ諸国が続いている。これに対し米国， 日本およ

びカナダによる参加が少ないのが目につ〈。なかでも70年代後半において，カ

ナダの参加は全くみられない刷。

他方東側は，ハンガリーおよびポーランドが中心となっており，両国で東欧

コメコン全体の半分以上を占め， と〈に70牛代後半では60%近くを占めている。

¥冶ギー部門 11件。ラテ γアメリカ 全プロジェクト件数19件のうちz エネルギ一部門 9件，中間

財部門ー 7件。地中海ー全プロ;/~-クト件数回牛のうち，エネルギー部門 1引竿， 中間財吾日門 5 

件。 ib刊ム pp.350-351， Table 17.5. 
44) しかし，たとえば西ドイツやフランスむように， 固としての事加件数は非常に多いもの<')，

実際に西側から参加している企業自体の数はかなり限定されており，同一企業が多〈の東側パー
トナ と組ん巳さまざまなプロジェクトで活動し1いるのが実状りようである。 Reportby 

the UNCTAD secretariαt. (TD/BjlOOO)， op. cit.， p. 6 para. 20参照。
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次いでソ連(l3~14%) が続いているが，なかでも 70年代後半のソ連および東

ドイツの積極的な参加がめ t，'~つ。逆にチェコ月ロバキ 7，ノレーマー 7による参

加の消極きが目につく。プノレカリアに至っては，東ドイツとは対照的に70年代

後半では参加がみられなくなったロこのように TIC の中心的地位にあるハン

ガリ およびポーランドは，東欧コメコ γ諸国の中ではむしろ中進国の位置に

あり，しかも右泊のない固としての共通性が指摘できる。

こう Lて東西両側の主要参加困の顔触れをみると，従来からの東西貿易ない

しは東西産業協力関係をその主主 TIC に反映したものとして受け止めるとと

ができる。このことは，おそらく歴史的および地理的要因によるものと思われ

るが，とりわけ西側についてみると，アメリカ以外の資本主義諸国一ーすなわ

ち酉ヨーロッパ諸国一ーが中心となっている点は，今後に残された検討すべき

課題であろう。

2 ソ連・東欧関連プロジェクトの最近の活動

以上1965~79年における TIC プロジェクト活動の実態を概観してきたので，

ここでは東欧コメコン諸国に関連する同プロジェクトの比較的最近の活動状

況(具体的なプロジ z クト内容を含めて)を，とくに中心的な地位にあるハン

ガリ およびポーランド，さらに70年代後半に入って積極的参加がみられる東

ドイツおよびソ連の各ケースについてみてみたL、4530

(1) ハンガ日 _46)

ζ れまでに約500の協力協定が西側企業とのあいだで締結され，うち約150が

共同生産に関するものである。またそのほとんどが西ドイツ企業で，次いでオ

ーストリア，イギリス，フラ γスおよびイタリアの各企業との協定(第6表参

照)081年末現在，プロジ z グト数は約100件で，その寄与額は約 1億ドノレに相

当するといわれている。海外における完全所有会社または混合会社は約100.

45) その他1'"東欧コメコン諸国〈プルカリア，ルーマニア，チェロスロハキア〉については，Re 

p()rt by the UNCTAD secretariat. (TD/B/IOOO)， op. cit.， pp. 8-9， pp. 11ー12および pp.12 
-14を参照されたい。

46) Ibiム pp.9-10審照。
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東側からみた西側ハートナーとの連合による TICプロジェクトの

地域別件数(1965~79年〕

第 6表

全地域地中海
ラテン
アメリカアジア

サハラ以商
アフロヵ

北アフリ
コわ， 中東

件数

¥¥? 

9

7

5

6

0

1

1

2

0

0

 

件数

5

5

1

6

3

2

2

2

1

1

 

1

1

1

 

件数

2

5

1

 

1 

件数

1 

件数

2

2

2

 

1 

件数

1 

1 

nv
ワ
.
a
o
a
U

。

l
 

1 

1 

ハンガリー

1.西 γィッ

2. イタリア

3 オーストリア

4 ベルギー

5. フランス

6. イギTリス

7 スウェーデン

8 ス イス

9. オランダ

10. スベイ γ

1 

1 

31 
(53.4) 

58 
(100) 

10 
(17.2) 

1 
(1. 7) 

7 
(12.1) 

4 
(6.9) 

36 
(62.1) 

7

4

5

0

3

1

2

 

7

5

6

5

5

2

2

 

1

1

 

5 

3 2 

1 

4 

2 

3 

3 

5 

Q
U
R
0
9
“
 

3

1

2

 

合計
(%) 

ポーラン Y

1 西「イッ

2. フランス

3 ス イス

4 オーストリア

5 日本

6 イタリア

7 ベルギー

1 

22 
(42.3) 

52 
(100) 

8 
(15.4) 

3 
(5.8) 

6 
(11.5) 

12 
(23.1) 

23 
(44.2J 

合計
C%; 

3

1

1

1

2

1

 

8

5

4

3

3

1

 

1 

1 

2

3

2

 1 

1 

1 

4 

2

1

2

1

 

ソ連

1 フランス

z イギリス

3 イタリア

4. 西ドイツ

5. フィンランド

6 オーストリア
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1 

0 

1 

1 

1 ベルギー

オランダ
7

8

 

1 

10 
(38.5) 

26 
(100) 

3 
(11. 5) 

11 
(42.3) 

3 
(11. 5) 

7 
(27.0) 

2 
(7.7) 

2

2

0

0

1

 

8

2

1

1

1

 

2 

1 

2 2 

2 

2 

合計
(%) 

東ドイツ

1 オーストリア

2.西ドイツ

3. フランス

4 イタリア

5 アイルランド

CMEA-西側 101 
(%) (51. 5) 

東側西側 117 
(%) (51. 8) 

出所〉

5 
(38.5) 

13 
(100) 

2 
(15. 4) 

1 
(7. 7) 

2 
(15.4) 

4 
(30.8) 

4 
(30.8) 

合計
(%) 

86 
(43.9) 

196 
(100) 

25 
(12.8) 

18 
(9.2) 

24 
(12.2) 

28 
(14.3) 

101 
(44.7) 

226 
(100) 

26 
(11. 5) 

20 
(8.8) 

27 
(11. 9) 

36 
(15.9) 

Patrick Gは man，“ TripartiteInclustrial Cooperation and East Europe "， op. cit.， 
pp. 837-838および pp.85岳855

うち輸出の約15%が第三世界諸

主に北アフリカ・中東に集中し，

またハンガリーに設立された合弁会社は14で，

プロジェクト参加は，国に向けられている。

アンゴヲおよびモザンピ クにおリビア，アノレジエリア，これまでにイラク，

フランコミ〉が遂行され(第7表参けるパスの車体組み立て(スウェーデン，

さらにリビアには鉄道そのほとんどがかなりの現地参加を伴っている。照)• 

の技術および設備が引き渡されている〈西ドイツ，イギリ λ〉。

ハンガリーは白国の技術やノウハウを基盤として，設計・建設から訓練・メ

プロジェク iにおける一貫シ月テムをとっており，

の支配的地位を占めている。主に主契約者として業務を遂行しているが，

限られた資金調達とくに大規模プロジェグトに伴うリスグの負担などから，従

インテナ Y ス等に宝るまで，

TIC 

契約者としてプロジェクトの遂行を好むきらいがみられるようである。

ポーヲ γ ド山

Ibid.， pp. 10-11参照。

(2) 

47) 
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第 7衰 TIC プロジェクト活動 (1977~78年〉 抜粋ー

東 側諸国

東ドイツ

束ドイ γ

東ドイツ

ハンガリー

ハンガリー

ハンガ日一

ハンガリー

ポーランド

ポーランド

ポーランド

ポーランド

，p，ーランド

ソ連

ソ 連

西側諸国

オーストリア

匹ドイツ

西ドイツ

オーストリア

酉ドイア

スウェーデン

西ヨーロッノ、諸
問および日本

ベルギ一

フランスυ

西ドイツ

酉ドイツ

ス イス

西ドイツ

フランス

LDCs 

カメルーン

ーチAピア

メキシコ

イラク

イラク

イラク

イラク

イラグ

リビア

イ ラ ン

イラク

'" ノレ 』ー

アフリカ，ア
ジアおよ1}ラ
テンアメリカ
の数カ国

プロジェクト

採 鉱

紡績工場

自動車産業

食品加工

養鶏場

自動車白車体組立

変電所

化学工業プラント

電力および脱塩フラント

ナイロン繊維工場

産業用養鶏場，住宅

採鉱および発電所

発電所

アルジエリア | 住宅建設

注) 1) ユーゴスラビア白企業も参加している。
出所〉 “Review of frends and policies in trade between Countries having different 

economic and social systems "， Study by the UNCTAD secretariat. (TD/B/7S4， 
30 August， 1979)， Annex p. 6 

ハンガリーと並ぶ TICプロジェクトの積極的参劃国。主として北アフリカ・

中東への熟練労働者の派遣および機械の引き渡し，インフラストラクチャーお

よび工業プラントの建設・組み立て等に当っている。これまでにインドの発電

所の改修工事〔西ドイツ)，イラクの製鋼所(フランス)およびイランのナイ

ロン工場〔西ドイツ)等のプロジェクトを完了している(第7表参照占。その

ほかアフリカのナイジェ日ア，アンゴラ，東南アジ 70)インドネ、'/7. フィリ

ピン，ヲテンアメリカのポリビアといった広範な地域・国で，プ同シェク}が

遂行されている。

またポーヲンドは発電所・化学・石油化学・食品・農業・道路建設および採

鉱等のプロジェクトにおける設備の引き渡しでも大き〈貢献している。しかし
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限られた資金調達の固から，ほとんどのケースが従契約者となっており，これ

まで国内の金融・経済上の問題は，ポーランドにとって TICプロジェクトへ

の参加に，かなり不利に影響してきたようである。主要西側Jミートナーは西ド

イツ， フランスのほかにスイ λ ， 日本およびイギリス48) (第6表参d照〕。

(3) 東ドイツ仙

70年代半ば以降，東ドイツの主要外国貿易公固とすーストリアの大企業との

あいだで，開発途上諸国における長期協力が強化され，これまでにバ γグラデ

シュおよびカメノレーンのバルプ工場・採鉱〔第7表参照)， モーリタニアおよ

びベノレ の石油精製，アノレジエリアおよびポリビアの冶金等のプロジェクトが

遂行されてきた。これらプロジェクトの大半が，他の東欧コメョ y諸国および

酉側の諸企業を伴っている点が特徴的である U 東ドイツは，ほとんどのケース

が従契約者正 して参加 L，機械・設備の引き渡しおよび組み立て等に当ってき

た。との場合，主に西自u作業から資金が調達きれるが，東ドイツもしばしば信

用を供与している〔例:カメノレ-/'のバノレプ工場〉。 数少ない例外の一つに，

法的責任を共同で負うコ γ ソーシャムの形をとったエチオピアの紡績工場があ

る50) (第7表参照)。

また東ドイツの産業および貿易機構において，いわゆる縦の構造がより支配

的であるために， TICプロジェグトに直接関与している諸機関の数が，依然

とLて隈られている点が指摘される。このため最近次第に，各外国貿易公団や

工業企業から独立した専門機関によって，プ回ジェクト業務が遂行されている。

主要西側パートナーは，オ一旦トリ 7のほかに西ドイツ，フランユ，イギリス

およびイタリア(第 6表参照〉。

4") これら西側パ トナ}と連合して遂行されたフロジェグトは次のとおり。カメルーンおよびア
ノレジエリアー化学肥料工場(西ドイツ， 日本)，カメルーンーパルプ工場〔西欧，東欧各国)，イ
ラク一石灰工場(スイス)， リピアーセメント工場(日本〉および道路建設(イギりス〉。 出d.，

p. 11 

49) Ibiム pp.14-15参照。

50) これは，西側パートナ である西ドイツから当該グゎジ占グトに利用できる抽出官用保証がな
かったためであ~，エチオピアとのあいだで新しく設けられた清算システムの下で遂行さ札た最

初のプロジェクトである。 ibid.，p.15 para. 50. 



第 8衰 ソ連 西側企業間 TICプロジェクト協定 (protocolagreemer 

西 ι五福flO 乍五福扇扇瓦元司
1.ιI回 h& Co. L凶〔日 ，ot:) 対外経済交流国家委員会およ l ァスベJ

び外国貿易省

2. Deutsche Babcock， AG (西ドイツ) 鉱山技術輸出入公団 発電所，

3. Eli-Union， AG (オーストリア〕 機械輸出公団 資源採』

4. FerrostaaI (西ドイツ〕 工莱所有権輸出入公団 製鉄所

5. Gi e Gi， SAS (イタリ γ〕 外国貿易公回目辺ンソーシャム 家畜の長

6. IIitachi (日本〉 動力機械輸出公団 発電所

7. Italpianti (イタリア〉 工業所有権輪日{入公開 フリキ二

B. Kone， Oy (フィンランド〉 外国貿易公団 原料処士

日. Kontram (フィ γ ヲンド〉 工業技術輸出公団 発電プ

10. Logabax (イギリス〉 外国貿易公団 原子力j

11. Outokumpu (ワィ γ ラy ド〕 非鉄工業輸出公団 非鉄鉱3

12. Rautaruukki， uy Cフィンランド〉 外国貿易公団 製鋼所

13. Simmering-Graz-Pauker 外国貿易公団 雑製品じ
。一ーストり y)

14. Valmet， Oy (7ィシラン l〉 l紙パルプ産業省 製紙機1

15. Weco Wehmeyer & Co_ (酉ドイツ〉 科学技術国家委員会 眼鏡レ

出所") Patrick Gutman， .. Tripartite industrial cooperation and third countries". op. cit.， p 
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仏)ソ 連日〉

79年以降， ソ連の積極的参加が始まった。 82年までに約10のソ連の外国貿易

公回(または諸機関〕と25の西側企業とのあいだで，第三世界諸国で大規模な

産業プロジェクトが完了L-，西側企業との合弁会社は約120にのぼり， うち30

が途上諸国に設立されている。さらに82年半ばに至っては， 80以上の西側企業

と約40件の TIC プロジェクトが遂行されている問。なお81~85年における

TIC プロジェクトがすでに契約されており，約 5億ドノレが見積られている叩。

ソ連はプロジェクトの大半が，途上国との清算協定の下で，主契約者として

一つ以上の西側企業(従契約者〉を伴っている。主要西側lパートナーはフィ Y

ランドと西ドイツ e，そのほか日本，プランλ およびイギリス，新しいところ

ではオ一月トリアの各企業(第6表および第8表参照)0 方ソ連世Ijは各外国

貿易公団が中心となっており，これら西側バ トナーといわゆる「三地域間ジ

ョイント・ベγ チャー」が，より発展した途上固において積極的に展開されて

いるυ 最近ではフラソス，スウェーデンお土ぴイギリスといった西側パートナ

ーを伴うアノレゼンチンの隣接固における大規模な発電所の建設が計画されてお

り，アルゼンチンのパートナーと検討中である。

IV 展望

ここでは今後の東南経済関係を展望する意味も含めて， ソ連・東欧(東欧コメ

コン諸国)からみた TIC の位置づけを行ってみたいが，そのまえに70年代に

みるこれまでの TICの全体像を振り返ってみたい。

限られたデータから TICの実像をつかむことはbずかしいし，また TICへ

の対処の仕方や思惑がそれぞれの立場で異なるため， TIC の捉え方もさまざ

51) Jbid.， pp. 15-17審問ゆ

52) ツ連奉加によって遂行されたさまざまなタイプ規模のプロジェクトがあるが， 19但年半ば現
在その童文は約七000にのぼり，うち2，500は完了I 1，500は建設中といわれている。出d.，p. 16. 

53) ツ連の融資条件は，年f!率2-3%，返済期間20-30年といわれている。 ibid..p. 16 para.53 
54) P. G凶 man，“ TripartiteIndustrial CooperatioD and East Europe "， op. cit.， p. 848. 
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まであろう。たとえばガットマンのいうように，生産の国際化を強調するなら

ば，それによって特徴づけられる「世界経済 γ 兄テ ム (WorldEconomic Syst-

em) の出現J54) とみることができるであろう。 また UNCTADの立場から，

「第三世界による東西関係の発展とデタントから生ずる刺益の享受」聞とみるこ

とも可能であるし，さらにプロジェグトにおける現地参加ーーしかも積極的参

加ーーとL、う点を重視すれば，従来の二国間ベースではみることのできない

「新しい形態の協力関係Jとして，いっそう注目されるであろう。これらはい

ずれも的を得ているように思われる。しかしすでにみてきたように，途上諸国

によるプロジェタトへの積極的参加といっても，実際白プロジェタト活動にお

ける途上国の分担業務の割合は小さし形態上東西間ベースで遂行されている

実状を鑑みるに，少なくともニュ 7'/只的には「三地域間産業協力」というよ

りは r第三世界における東西産業協力 (East-Westindustrial cooperation in 

the Third World)Jといった印象を受ける70年代段階であったといえる。しか

しそこには歴然とした「三重構造」がみられ，これが技術面および資金調達面

から起因していることは繰り返すまでもなかろう。

さて東欧コメコシ諸国にとって. TICに期するものは何であろうか。従来よ

りソ連・東欧と第三世界との経済関係の強化は，すべて二国間協定を通じて行

われてきた。ところが歴史的・地理的および政治的要因のもとに，対第三世界経

済戦略は制約され，そのゆくえをはばまれてきた。その結果70年代全般を通じ

て， どうしても一部の地域や国に偏らざるを得ない状況にあったといえる。こ

こに従来からの二国間ベ スによる経済協力関係の限界の一端をうかがわせる。

訓告かに70年代における TICプロジェクト活動の実態をみる限り，東1l1U・西

側両パートナーの思惑ないしは動機により，また南側諸国における資源の賦存

状態等によって， 特定の地域・国および部門に集中している。 しかL-TIC 

55) 恥1.Davydov. op. cit.， p. 232 
66) たとえばハンガリーについてみると，自動車輸送〈なかでもJス， トラ y ク部品〕ーディ ゼル. . 

亭および医療機器等が伝統的な強みをみせている。そ白ほかの各国については，杉本昭七「コメ
コン国際分業目社会主義的性格についてH経皆論議』第114巻第8・6号， 1974年を参照されたい.
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は少なくとも東側にとっ1は西側との協力により， さきの制約要因に加えて技

術的要因を克服できる条件をもち備えている点で， TIC参加の意義は大きい。

周知のように，ソ連・東欧と東南アジアおよびラテンアメリカとの経済的結び

つきが薄い実状をみるに，こうした点から TICへの期待は大きいであろう。 80

年代に入ってからの TIC を通じたこれら地域への積極的な接近は，確かに地

理的・政治的距離をあまり感じさせないまでになってきたものの，同時にこれ

までのアメリカの TIC参加の消極性が懸念されるところである。今後の TIC

に対する 7メ百カの出方が，一つの大きなカギを握っているように思われる。

またこれまでの東欧コメコン諸国の TICプロジェグト活動にお付る役割は

すでにみてきたとおりである。すなわら「三重構造」の中層に位置し，酉側パ

ートナ←のいわば下請的存在にあった。それと同時にヨメコ γ各国の自国産業

の強みとするところが，プロジ ι グトで十分に生かされたものであった開。し

かし資金調達面での行き詰りは，各国に共通Lた課題であ句，このことが果し

て TICの進展にどのように影響するかは，いま一つ今後を占う指針となろう。

とうして70年代後半に入って急速に発展してきた TICは I新しい形態とし

ての東南経済関係」として今始動しはじめたばかりである。今後の展開が期待

される。

(1984年12月脱稿〉
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